
札幌圏都市計画地区計画の決定（札幌市決定） 【決定番号第 115 号】

 決定 平成24年 12月 4日（告示第 2865号） 

都市計画篠路 9条 6丁目地区地区計画を次のように決定する。 

１ 地区計画の方針 

名 称 篠路９条６丁目地区地区計画 

位 置 札幌市北区篠路９条6丁目の一部 

区 域 計画図表示のとおり 

面 積 １.３ ha 

地区計画の目標 当地区は、都心部より北方向約 10km に位置し、都市計画道路「伏籠川左岸通」に面

した地区である。また、当地区には昭和 40 年代から医療施設が立地しており、周辺の

戸建住宅地と調和の取れた良好な市街地環境が形成されている。 

そこで本計画では、医療機能の維持・増進を図りつつ、今後も現在の良好な市街地環

境の維持を図ることを目標とする。 
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土地利用の

方針 

医療機能としての土地利用を維持・増進するとともに、周辺の戸建住宅等の住環境に

配慮された土地利用を図る。 

建築物等の

整備の方針 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等の整備の方針を以下のように

定める。 

１ 医療機能の維持・増進を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 発生交通の影響を考慮した建築計画を適切に誘導し、周辺環境に配慮されたものと

するため、容積率の最高限度を定める。 

３ 健全な医療施設等の機能の確保を図るため、敷地面積の最低限度を定める。 

４ 道路及び隣地から適切な壁面後退を行い、ゆとりのある空間を創出するとともに、

周辺市街地との調和を図る。 

５ 建築物の高さは、周辺環境に配慮したものとする。 

６ 周辺の戸建住宅地への圧迫感を軽減するため、壁面の分節化や沿道への緑化を図

る。 

７ 主な車両出入口は、都市計画道路「伏籠川左岸通」に面して設ける。 

８ 建築物の計画に応じた適切な規模の駐車施設を整備する。 



２ 地区整備計画 

名 称 篠路 9条 6丁目地区 

区 域 計画図表示のとおり 

面 積 1.2 ha 
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地区 

の 

区分 

名 称 医 療 ・ 福 祉 地 区 

面 積 1.2 ha 

建築物等の用

途の制限 

以下に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

⑴ 病院 

⑵ 診療所 

⑶ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

⑷ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が 600 ㎡

以内のもの 

⑸ 前各号の建築物に附属するもの 

建築物の容積

率の最高限度 

10分の 6（市長が交通上支障がないと認めた建築物については適用しない） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

1,000 ㎡ 

建築物の壁面

の位置の制限 

道路境界線（隅切部分を除く。）から建築物の外壁又はこれに代わる柱 (以下｢外壁

等｣という。) の面までの距離の最低限度は、次表左欄の区分に応じて、それぞれ右欄

に掲げるものとし、隣地境界線からの距離にあっては、１ｍとする。 

ただし、この規定に適合しない部分を有する建築物の増築及び改築については、道

路境界線（都市計画道路にあっては都市計画道路境界線。また、隅切部分を除く。）か

ら建築物の壁面の位置の制限に規定する数値以上の距離となる部分で増築又は改築を

行うときには、当該建築物の部分に対しては、適用しない。 

道 路 名 外壁等の面までの距離の最低限度 

都市計画道路「伏籠川左岸通」 2.5ｍ 

市道「丸〆線」 3.5ｍ 

市道「篠路区画整理21号線」 (1) 高さが8ｍ以下の部分 4ｍ 

(2) 高さが8ｍを超え11.5ｍ以下の部分 9ｍ 

(3) 高さが11.5ｍを超える部分 16ｍ 

建築物等の高

さの最高限度 

建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 

(1) 16ｍ 

(2) 当該部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水

平距離に５ｍを加えたもの 

備 考 

用語の定義及び面積、高さ等の算定方法については、建築基準法及び同法施行令の

例による。 

理由 

医療機能の維持・増進を図りつつ、現在の良好な市街地環境の維持を図るため地区計画の決定を行うも

のである。 
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